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○
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
六
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
乳
及

び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
及
び
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
及
び
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表

別
表

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(一)

(一)

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、

(二)

(二)

無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の

無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の

基
準

基
準

牛
乳

牛
乳

(１)

(１)

１

成
分
規
格

１

成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

乳
脂
肪
分

三
・
〇
％
以
上

乳
脂
肪
分

三
・
〇
％
以
上

比
重
（
摂
氏
一
五
度
に
お
い
て
）

一
・
〇
二
八
以
上

比
重
（
摂
氏
一
五
度
に
お
い
て
）

一
・
〇
二
八
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す
る
も
の
以
外
の
も
の

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す
る
も
の
以
外
の
も
の

〇
・
一
八
％
以
下

〇
・
一
八
％
以
下

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す
る
も
の

〇
・
二
〇

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す
る
も
の

〇
・
二
〇

％
以
下

％
以
下

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

ml

ml

下
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

下

も
の
（
２

製
造
の
方
法
の
基
準
に
規
定
す
る
摂
氏
一
〇
度
以
下

で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
を
い
う
。
こ
の
１
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と

大
腸
菌
群

陰
性

を
要
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存

（
新
設
）

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

２

製
造
の
方
法
の
基
準

２

製
造
の
方
法
の
基
準
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保
持
式
に
よ
り
摂
氏
六
三
度
で
三
〇
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
か
、
又

保
持
式
に
よ
り
摂
氏
六
十
三
度
で
三
十
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
か
、

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
で
加
熱
殺
菌
す
る

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
で
加
熱
殺
菌
す

こ
と
。
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

る
こ
と
。

も
の
（
常
温
保
存
可
能
品
（
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳

、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
調
製
液
状
乳
又
は
乳
飲
料
の
う
ち
、
連

続
流
動
式
の
加
熱
殺
菌
機
で
殺
菌
し
た
後
、
あ
ら
か
じ
め
殺
菌
し
た

容
器
包
装
に
無
菌
的
に
充
塡
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
充
塡
後
殺
菌
製
品
（
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無

脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
調
製
液
状
乳
又
は
乳
飲
料
の
う
ち
、
保
存
性

の
あ
る
容
器
包
装
に
入
れ
、
密
封
し
た
後
、
加
圧
加
熱
殺
菌
し
た
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は

、
次
の
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ａ

常
温
保
存
可
能
品
に
あ
っ
て
は
、
原
材
料
等
に
由
来
し
て
当
該

（
新
設
）

食
品
中
に
存
在
し
、
か
つ
、
発
育
し
得
る
微
生
物
を
死
滅
さ
せ
る

の
に
十
分
な
効
力
を
有
す
る
加
熱
殺
菌
方
法
及
び
あ
ら
か
じ
め
殺

菌
し
た
適
切
な
容
器
包
装
へ
無
菌
的
に
充
塡
す
る
方
法
と
し
て
当

該
食
品
を
製
造
す
る
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
方
法
（
原
材
料
の

加
熱
殺
菌
に
お
い
て
は
、
摂
氏
一
二
〇
度
で
四
分
間
加
熱
す
る
方

法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
に
限
る
。

）
ｂ

充
塡
後
殺
菌
製
品
に
あ
っ
て
は
、
保
存
性
の
あ
る
容
器
に
入
れ

（
新
設
）

、
か
つ
、
摂
氏
一
二
〇
度
で
四
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
で
加
熱
殺
菌
す
る
方

法

３

保
存
の
方
法
の
基
準

３

保
存
の
方
法
の
基
準

ａ

常
温
保
存
可
能
品
及
び
充
塡
後
殺
菌
製
品
を
除
き
、
殺
菌
後
直

ａ

殺
菌
後
直
ち
に
摂
氏
十
度
以
下
に
冷
却
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

ち
に
摂
氏
一
〇
度
以
下
に
冷
却
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
常
温
保
存
可
能
品
（
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪

牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
調
製
液
状
乳
又
は
乳
飲
料
の
う

ち
、
連
続
流
動
式
の
加
熱
殺
菌
機
で
殺
菌
し
た
後
、
あ
ら
か
じ
め

殺
菌
し
た
容
器
包
装
に
無
菌
的
に
充
塡
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
食

品
衛
生
上
摂
氏
十
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
厚
生
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労
働
大
臣
が
認
め
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ｂ

（
略
）

ｂ

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

(２)

(３)

(２)

(３)

成
分
調
整
牛
乳

成
分
調
整
牛
乳

(４)

(４)

１

成
分
規
格

１

成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
二
一
％
以
下

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
二
一
％
以
下

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

ml

ml

下
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

下

も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と

大
腸
菌
群

陰
性

を
要
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存

（
新
設
）

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

低
脂
肪
牛
乳

低
脂
肪
牛
乳

(５)

(５)

１

成
分
規
格

１

成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

乳
脂
肪
分

〇
・
五
％
以
上
一
・
五
％
以
下

乳
脂
肪
分

〇
・
五
％
以
上

一
・
五
％
以
下

比
重
（
摂
氏
一
五
度
に
お
い
て
）

一
・
〇
三
〇
以
上

比
重
（
摂
氏
一
五
度
に
お
い
て
）

一
・
〇
三
〇
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
二
一
％
以
下

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
二
一
％
以
下

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

ml

ml

下
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

下

も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と

大
腸
菌
群

陰
性

を
要
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存

（
新
設
）

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

無
脂
肪
牛
乳

無
脂
肪
牛
乳

(６)

(６)
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１

成
分
規
格

１

成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

乳
脂
肪
分

〇
・
五
％
未
満

乳
脂
肪
分

〇
・
五
％
未
満

比
重
（
摂
氏
一
五
度
に
お
い
て
）

一
・
〇
三
二
以
上

比
重
（
摂
氏
一
五
度
に
お
い
て
）

一
・
〇
三
二
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
二
一
％
以
下

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
二
一
％
以
下

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

ml

ml

下
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

下

も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と

大
腸
菌
群

陰
性

を
要
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存

（
新
設
）

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

加
工
乳

加
工
乳

(７)

(７)

１

成
分
規
格

１

成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

無
脂
乳
固
形
分

八
・
〇
％
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
一
八
％
以
下

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

〇
・
一
八
％
以
下

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

五
〇
、
〇
〇
〇
以

ml

ml

下
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

下

も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と

大
腸
菌
群

陰
性

を
要
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存

（
新
設
）

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

乳
製
品
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準

乳
製
品
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準

(三)

(三)

～

（
略
）

～

（
略
）

(１)

(23)

(１)

(23)

調
製
液
状
乳

調
製
液
状
乳

(24)

(24)

１

成
分
規
格

１

成
分
規
格

発
育
し
得
る
微
生
物

陰
性

発
育
し
得
る
微
生
物
が
陰
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

常
温
保
存
可
能
品
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２

製
造
の
方
法
の
基
準

２

製
造
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
う
ち
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

保
存
性
の
あ
る
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
摂
氏
百
二
十
度
で
四
分
間

も
の
の
例
に
よ
る
こ
と
。

加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る

方
法
に
よ
り
加
熱
殺
菌
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
温
保
存
可
能
品
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

(25)

(26)

(25)

(26)

乳
飲
料

乳
飲
料

(27)

(27)

１

成
分
規
格

１

成
分
規
格

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

三
〇
、
〇
〇
〇
以

細
菌
数
（
標
準
平
板
培
養
法
で
一

当
た
り
）

三
〇
、
〇
〇
〇
以

ml

ml

下
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

下

も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と

大
腸
菌
群

陰
性

を
要
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物

陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存

（
新
設
）

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

２

製
造
の
方
法
の
基
準

２

製
造
の
方
法
の
基
準

原
料
は
、
殺
菌
の
過
程
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
保

原
料
は
、
殺
菌
の
過
程
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
保

持
式
に
よ
り
摂
氏
六
三
度
で
三
〇
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ

持
式
に
よ
り
摂
氏
六
三
度
で
三
〇
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
に
よ
り
殺
菌
す
る
こ
と

れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
に
よ
り
殺
菌
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

。

に
あ
っ
て
は
、
牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

３

保
存
の
方
法
の
基
準

３

保
存
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

保
存
性
の
あ
る
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
摂
氏
百
二
十
度
で
四
分
間

加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る

方
法
に
よ
り
加
熱
殺
菌
し
た
も
の
を
除
き
、
牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と

。

（
略
）

（
略
）

(四)

(四)

乳
等
の
成
分
又
は
製
造
若
し
く
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
規

乳
等
の
成
分
又
は
製
造
若
し
く
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
規

(五)

(五)

格
又
は
基
準

格
又
は
基
準

（
削
る
）

常
温
保
存
可
能
品
に
あ
っ
て
は
、

の

の
１
、

の
１
、

の
１

(１)

(二)

(１)

(４)

(５)
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、

の
１
若
し
く
は

の
１
又
は

の

の
１
に
定
め
る
成
分
規
格
の

(６)

(７)

(三)

(27)

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
成
分
規
格
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

１

牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工

乳ア
ル
コ
ー
ル
試
験
（
摂
氏
三
十
度

一
度
で
十
四
日
間
保
存
又
は
摂

±

氏
五
十
五
度

一
度
で
七
日
間
保
存
す
る
前
及
び
保
存
し
た
後
に

±

お
い
て
）

陰
性

酸
度
（
摂
氏
三
十
度

一
度
で
十
四
日
間
保
存
又
は
摂
氏
五
十
五
度

±

一
度
で
七
日
間
保
存
す
る
前
と
保
存
し
た
後
の
差
が
乳
酸
と
し

±て
）

〇
・
〇
二
％
以
内

細
菌
数
（
摂
氏
三
十
度

一
度
で
十
四
日
間
保
存
又
は
摂
氏
五
十
五

±

度

一
度
で
七
日
間
保
存
し
た
後
に
お
い
て
標
準
平
板
培
養
法
で

±
一

当
た
り
）

〇

ml

２

調
製
液
状
乳
及
び
乳
飲
料

細
菌
数
（
摂
氏
三
十
度

一
度
で
十
四
日
間
保
存
又
は
摂
氏
五
十
五

±

度

一
度
で
七
日
間
保
存
し
た
後
に
お
い
て
標
準
平
板
培
養
法
で

±
一

当
た
り
）

〇

ml

～

（
略
）

～

（
略
）

(１)

(７)

(２)

(８)

乳
の
処
理
及
び
乳
製
品
の
製
造
に
際
し
乳
又
は
乳
製
品
を
殺
菌
す
る

乳
の
処
理
及
び
乳
製
品
の
製
造
に
際
し
乳
又
は
乳
製
品
を
殺
菌
す
る

(８)

(９)

場
合
に
は
、
自
記
温
度
計
を
付
け
た
殺
菌
機
で
行
い
、
そ
の
自
記
温
度

場
合
に
は
、
自
記
温
度
計
を
付
け
た
殺
菌
機
で
行
い
、
そ
の
自
記
温
度

計
の
記
録
は
三
月
間
（
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な

計
の
記
録
は
三
月
間
（
常
温
保
存
可
能
品
に
あ
つ
て
は
一
年
間
）
保
存

い
も
の
に
あ
っ
て
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
踏
ま
え
た
合
理
的
な

す
る
こ
と
。

期
間
）
保
存
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(９)

(12)

(10)

(13)

（
略
）

（
略
）

(六)

(六)

乳
等
の
成
分
規
格
の
試
験
法

乳
等
の
成
分
規
格
の
試
験
法

(七)

(七)

乳
及
び
乳
製
品

乳
及
び
乳
製
品

(１)

(１)

１
～
７

（
略
）

１
～
７

（
略
）

８

乳
及
び
乳
製
品
の
細
菌
数
の
測
定
法

８

乳
及
び
乳
製
品
の
細
菌
数
の
測
定
法

ａ

（
略
）

ａ

（
略
）

ｂ

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪

ｂ

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
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牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
、
乳

牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
、
乳

飲
料
、
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
、

飲
料
、
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
、

加
糖
練
乳
、
加
糖
脱
脂
練
乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム

加
糖
練
乳
、
加
糖
脱
脂
練
乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム

パ
ウ
ダ
ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ

パ
ウ
ダ
ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ

ダ
ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖
粉
乳
及
び
調
製
粉
乳
の

ダ
ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖
粉
乳
及
び
調
製
粉
乳
の

標
準
平
板
培
養
法
に
よ
る
細
菌
数
（
生
菌
数
）
の
測
定
法

標
準
平
板
培
養
法
に
よ
る
細
菌
数
（
生
菌
数
）
の
測
定
法

Ａ

（
略
）

Ａ

（
略
）

Ｂ

測
定
法

Ｂ

測
定
法

（
略
）

（
略
）

次
の
場
合
は
こ
れ
を
試
験
室
内
事
故
と
す
る
。

次
の
場
合
は
こ
れ
を
試
験
室
内
事
故
と
す
る
。

イ

集
落
の
発
生
の
な
か
っ
た
場
合
（
無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂

イ

集
落
の
発
生
の
な
か
っ
た
場
合
（
常
温
保
存
可
能
品
、
無

練
乳
及
び
摂
氏
一
一
五
度
で
一
五
分
間
以
上
加
熱
殺
菌
し
た

糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
及
び
摂
氏
一
一
五
度
で
一
五
分
間

乳
飲
料
の
場
合
を
除
く
。
）

以
上
加
熱
殺
菌
し
た
乳
飲
料
の
場
合
を
除
く
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

（
削
る
）

乳
の
ア
ル
コ
ー
ル
試
験
法

10

試
料
二

を
小
型
ペ
ト
リ
ー
皿
に
採
り
、
こ
れ
に
試
料
と
同
容
量

ml

の
七
〇
％
（

／

）
エ
タ
ノ
ー
ル
を
加
え
て
混
和
し
、
凝
固
物
の

v

v

生
成
の
有
無
を
観
察
す
る
。
肉
眼
で
凝
固
物
を
認
め
な
い
場
合
を
ア

ル
コ
ー
ル
試
験
陰
性
と
す
る
。

別
記
一

別
記
四

（略

）

別
記
一

別
記
四

（略

）

～
～

～

（
略
）

～

（
略
）

(２)

(５)

(２)

(５)

常
温
保
存
可
能
品
及
び
充
塡
後
殺
菌
製
品

調
製
液
状
乳

(６)

(６)

１

発
育
し
得
る
微
生
物
の
試
験
法

１

微
生
物
の
試
験
法

ａ
・
ｂ

（
略
）

ａ
・
ｂ

（
略
）
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（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
八
条

法
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
と
お

第
八
条

法
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

乳
（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年

二

乳
（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年

厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
を
い
う
。
次
条

厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
の
う
ち
、
同
令

第
一
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
乳
製
品
（
同
令

別
表
の
二

乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の

第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
の
う
ち
、
バ
タ
ー
オ
イ
ル
、
チ
ー

基
準
の
部

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低

㈡

ズ
（
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
に
限
る
。
）
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
調
製
粉
乳

脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保

、
調
製
液
状
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
を
除
く
も
の
を
い
う
。
次
条

存
の
方
法
の
基
準
の
款

の
３
に
規
定
す
る
常
温
保
存
可
能
品
を
除
く
も

⑴

第
九
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
を
い
う
。
次
条
第
一
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
乳
製
品
（
同
令
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
の
う
ち
、
バ
タ

ー
オ
イ
ル
、
チ
ー
ズ
（
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
に
限
る
。
）
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
類
、
調
製
粉
乳
、
調
製
液
状
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
を
除
く
も

の
を
い
う
。
次
条
第
九
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
乳
等
省
令
」
と
い
う
。
）

別
表
二
の

の

の
３
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
常
温
保
存
可
能
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

㈡

⑴

後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
乳
等
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ

れ
た
も
の
を
加
工
し
、
使
用
し
、
調
理
し
、
保
存
し
、
又
は
販
売
す
る
場
合
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

乳
飲
料
の
う
ち
、
旧
乳
等
省
令
別
表
二
の

の

の
３
の
保
存
性
の
あ
る
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
摂
氏
百
二
十
度
で
四
分

㈢

(27)

間
加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
に
よ
り
加
熱
殺
菌
し
た
も
の
の
成
分
規
格
に
つ

い
て
は
、
新
乳
等
省
令
別
表
二
の

の

の
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

㈢

(27)
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の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

乳
の
処
理
及
び
乳
製
品
の
製
造
に
際
し
乳
又
は
乳
製
品
を
殺
菌
す
る
場
合
の
自
記
温
度
計
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
新
乳
等

省
令
別
表
二
の

の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従

㈤

⑻

前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


